
一

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
三
号
関
係
資
料
〕

約
等
が
「
日
本
国
に
つ
、

（
二
国
間
協
定
の
場
合
）

保
法
と
い
う
性
格
上
、
当
然
の
規
定
ぶ
り
で
あ
る
。

議
題
条
約
又
は
協
定
（
以
下
「
条
約
等
」
と
い
う
。
）
の
国
内
担
保
法
に
お
い
て
施
行
日
を
定
め
る
場
合
、
通
常
は
、
当
該
条

等
が
「
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
又
は
当
該
条
約
等
の
「
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
当
該
条
約
等
が
我
が
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
を
施
行
日
と
し
て
お
り
、
条
約
等
の
国
内
担

一
方
で
、
こ
れ
ら
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
の
施
行
日
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
通
り
の
規
定
ぶ
り
が
見
受
け
ら
れ
る
。

①
当
該
条
約
等
が
「
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
（
少
な
く
と
も
４
用
例
）

※
二
国
間
協
定
の
ケ
ー
ス
（
当
該
条
約
等
の
「
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
）
の
用
例
は
見
受
け
ら
れ
な
か

②
「
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
（
用
例
多
数
あ
り
）

※
施
行
日
政
令
を
制
定
し
な
い
た
め
、
具
体
的
な
施
行
日
の
期
日
は
規
定
し
て
い
な
い
。

一
般
に
法
律
の
施
行
令
の
施
行
日
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
）

条
約
等
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
に
お
け
る
施
行
日
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て

っ
た
。

と
規
定
す
る
。

（
令
和
元
・
九
・
九
）

（
担
当
細
川
参
事
官
）

か
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ら
施
行
す
る
。
」
と
規
定
す
る
場
合
が
多
く
、
政
令
が
法
律
の
委
任
を
受
け
て
制
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ

ば
、
施
行
令
の
施
行
日
を
そ
の
委
任
の
根
拠
で
あ
る
法
律
の
施
行
日
に
係
ら
し
め
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。

一
方
で
、
法
律
の
施
行
日
が
確
定
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
施
行
令
の
施
行
日
も
同
確
定
日
で
規
定
す
る
こ
と
が
慣
例
化
し

て
い
る
こ
と
（
法
令
整
備
会
議
関
係
資
料
集
（
四
）
二
二
九
頁
）
は
、
施
行
日
は
委
任
・
受
任
関
係
を
直
接
表
す
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
施
行
の
契
機
を
表
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

※
一
般
的
に
施
行
令
の
施
行
日
に
お
い
て
、
「
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
○
○
年
○
○
月
○
○
日
）
か
ら
施

行
す
る
。
」
と
規
定
す
る
の
は
、
①
実
質
的
に
は
施
行
日
政
令
で
規
定
さ
れ
る
確
定
日
に
お
い
て
当
該
施
行
令
が
施
行

さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
一
方
で
、
法
律
に
お
い
て
具
体
的
期
日
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

取
っ
て
い
る
、
②
施
行
令
は
施
行
日
政
令
と
同
時
に
公
布
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
施
行
日
政
令
の
公
布
即
施

行
を
受
け
て
施
行
令
に
お
け
る
施
行
日
の
規
定
が
効
力
を
有
す
る
と
い
う
両
者
の
先
後
関
係
を
示
す
、
等
の
理
由
が
考

条
約
等
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
の
施
行
日
に
つ
い
て
、
施
行
令
が
条
約
等
か
ら
直
接
委
任
を
受
け
た
も
の
で
は
な
く
、

法
律
（
国
内
担
保
法
）
の
委
任
を
受
け
て
初
め
て
国
内
的
効
力
を
持
つ
と
い
う
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
、
前
記
の
の
よ
う
に
規

定
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
が
、
施
行
日
が
あ
く
ま
で
も
施
行
の
契
機
を
表
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
の
整
理
に
基
づ
け
ば
、

こ
れ
に
委
任
・
受
任
関
係
を
合
わ
せ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
施
行
日
に
本
来
予
定
さ
れ
て
い
る
機
能
以
上
の
意
味

こ
れ
に
委
任
・
受
任
関
係
を
合
わ
卸

を
課
す
こ
と
に
な
る
考
え
ら
れ
る
。

※
な
お
、
法
律
・
政
令
に
関
す
る
事
項
で
は
な
い
が
、
政
令
の
み
の
委
任
を
受
け
て
制
定
さ
れ
る
省
令
の
施
行
日
に
お
い

て
は
、
①
法
の
施
行
日
と
す
る
も
の
と
、
②
政
令
の
施
行
日
と
す
る
も
の
の
両
者
が
見
受
け
ら
れ
る
。
前
者
は
施
行
日

え
ら
れ
る
。
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（
㈹
の
例
）

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
三
○
法
六
九
）
附

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ

ー
ル
議
定
書
（
～
）
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
三
○
政
二
四
一
）
附

○
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
二
七
法
四
二
）
附

二
資
料

則

を
施
行
の
契
機
と
捉
え
る
考
え
方
、
後
者
は
施
行
日
に
委
任
・
受
任
関
係
を
含
め
る
考
え
方
と
整
合
的
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
条
約
等
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
に
お
け
る
施
行
日
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
㈹
を
原
則
と
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル

議
定
書
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

則

則
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第
一
条
こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

○
水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
二
七
政
三
七
八
）
附
則

○
船
員
法
の
一
部
一

（
施
行
期
日
） 部
を

二
目
次
一

三
（
略
）

○
船
員
法
の
二

二
七
）
附
則

目
次
を部

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

※
本
施
行
令
の
説
明
資
料
抜
粋

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
～
施
行
す
る
。
た
だ
し
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

「
法
第
２
１
条
第
１
項
に
よ
る
規
制
対
象
と
す
る
水
銀
等
の
指
定
～
に
つ
い
て
は
、
法
～
第
２
１
条
第
１
項
の
規
定
が
条

約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
施
行
日
は
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を

生
ず
る
日
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
」

へ

略
…

（
施
行
期
日
）

削
り
、 改

正
す
る
法
律
（
平
二
四
法
八
七
）
附
則

を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
二
五
政
一

～
の
規
定
二
千
六
年
の
海
上
の
労
働
に
関
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
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○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を

○
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
五
五
法
四
二
附
則

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
廃
棄
物
そ
の
他
の
物
の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力

を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
廃
棄
物
そ
の
他
の
坐

を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

廃
棄
物
そ
の
他
の
物

改
正
す
る
政
令

（
施
行
期
日
）

※
本
整
備
政
令
の
説
明
資
料
は
審
査
録
中
に
保
存
さ
れ
て
い
な
い
が
、
用
例
集
に
お
い
て
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行
令
及
び
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
五
五
政

二
五
五
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

※
本
政
令
の
説
明
資
料
抜
粋

だ
し
～
。

「
環
境
庁
は
、
Ａ
・
今
回
の
政
令
改
正
の
主
要
部
分
（
禁
止
す
る
物
質
の
範
囲
、
排
出
・
焼
却
の
海
域
、
方
法
等
）
は
条

約
の
批
准
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
条
約
の
発
効
の
日
と
す
べ
き
、
と
主
張
し
、
一
方
運
輸
省
は
Ｂ
・
前
々
国
会
に
お
い
て

（
施
行
期
日
）

こ
の
政
令
は
、
二
千
六
年
の
海
上
の
労
働
に
閨
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

（
昭
五
五
政
二
五
五
）
附

の
投
棄
に
よ
る
海
洋
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力

ノ

則
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I

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

○
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
三
一
政
一
二

（
の
の
例
）

○
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
三
○
法
六
一
）

○
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
二
五
法
四
八
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

※
本
政
令
の
説
明
資
料
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
と
と
も
に
、
用
例
集
に
お
い
て
「
○
○
法
施
行
令
の
施
行
日
が

○
○
法
の
施
行
日
（
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
）
と
同
一
の
場
合
、
「
こ
の
政
令
は
、
○
○
法
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
と
規
定
す
る
例
」
と
し
て
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
」
と
規
定
す
る
例
」
と
し
て
海
洋
汚
染
雄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
狸

規
定
に
つ
い
て
は
、
法
の
施
行
日
に
施
行
す
る
。
」

成
立
し
た
海
洋
汚
染
防
止
法
改
正
法
の
施
行
日
と
す
べ
き
で
あ
る
旨
主
張
し
、
結
局
最
後
に
は
Ａ
、
に
よ
っ
た
。
」

を
改
正
す
る
政
令
（
平
二
六
政
二
九
九
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
法
の
施
行
日
前
の
～
に
伴
い
必
要
と
な
る
次
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
上
記
②
に
施
行
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
外
の

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）
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○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
六
法
七
三
）
附

○
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
二
六
政
二
九
九
）
附

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
子
の
住
所
等
及
び
社
会
的
背
景
に

関
す
る
情
報
の
提
供
の
求
め
に
関
す
る
政
令
（
平
二
六
政
一
二

第
一
条
こ
の
法
《

一
項
に
お
い
て

る
。
た
だ
し
～
。

こ
の
法
律

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
壬
こ
の
政

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
匙
こ
の
政

※
本
政
令
の
審
査
録
中
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
抜
粋

「
本
令
の
施
行
日
は
、
法
の
施
行
日
、
す
な
わ
ち
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条

約
」
と
い
う
。
）
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
で
あ
り
（
法
附
則
第
１
条
）
、
具
体
的
に
は
、
条
約
の
締
結
（
加

入
善
の
寄
託
）
の
後
３
番
目
の
月
の
初
日
で
あ
る
（
条
約
第
３
８
条
第
３
項
）
・
」

（
施
行
期
日
）

令
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
～
）
の
施
行
の

は
、
二
千
四
年
の
船
舶
の
バ
ラ
ス
ト
水
及
び
沈
殿
物
の
規
制
及
び
管
理
の
た
め
の
国
際
条
約
（
次
条
第

お
い
て
「
船
舶
バ
ラ
ス
ト
水
規
制
管
理
条
約
」
と
い
う
。
）
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す

令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

則

則
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（
特
殊
な
例
）

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
六
法
五
四
）
附
則

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
六
政
三
○
八
）
附
則

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
六
政
四
○
七
）
附
則

※
本
政
令
の
説
明
資
料
に
お
い
て
施
行
日
に
関
す
る
特
段
の
記
述
は
な
く
、
ま
た
用
例
集
に
お
い
て
施
行
日
に
関
す
る
も
の

は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
四
年
十
一
月
二
十
五
日
に
採
択
さ
れ
た
オ
ゾ
ン
層
を
破
壊
す
る
物
質
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ

ー
ル
議
定
書
（
～
）
の
改
正
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

－
ル
議
定
書
（
～
）
の
改
正
が
日

１
こ
の
政
令
は
、
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
↓

（
平
成
六
年
九
月
三
○
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る

※
本
一
部
改
正
法
の
説
明
資
料
抜
粋

日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
～
。

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

（
施
行
期
日
）

「
本
年
１
０
月
に
施
行
予
定
の
「
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
５
年
法
律
第
８

オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

8‐



※
本
施
行
令
の
説
明
資
料
抜
粋

「
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正
の
う
ち
国
会
で
の
承
認
が
必
要
な
も
の
は
、
～
の
特
定
物
質
へ
の
追
加
で
あ
る
が
、

今
次
制
定
す
る
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
で
は
こ
れ
ら
３
物
質
を
特
定
物
質
に
指
定
せ

ず
、
改
正
後
の
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
は
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
改
正
内
容
を
盛
り
込
ま
な
い
形
で
実
施
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
の
改
正
法
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
時
点
で
、
議
定
書
の
改
正
が
国
会
で
承

９
号
」
（
以
下
、
関
係
法
律
整
備
法
と
い
う
。
）
第
２
４
８
条
に
お
い
て
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
第
２
７
条
の
改
正
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
附
則
に
お
い
て
本
法
の
施
行
日
を
公
布
後
６
月
以
内
の
政
令
で
定
め
る
日
と
し
て
、
改
正
議
定
書

の
発
効
日
が
関
係
法
律
整
備
法
の
施
行
後
に
な
る
場
合
に
は
、
政
令
で
特
定
物
質
の
定
義
を
既
存
特
定
物
質
と
し
て
改
正

議
定
書
の
発
効
日
前
に
施
行
し
、
そ
の
後
新
規
特
定
物
質
を
政
令
に
よ
り
追
加
す
る
等
の
議
定
害
改
正
を
受
け
た
所
要
の

改
正
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
」

「
と
こ
ろ
が
、
本
年
１
０
月
１
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
予
定
の
「
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
（
平
成
５
年
法
律
第
８
９
号
）
」
第
２
４
８
条
で
は
、
現
行
の
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
第
２
７
条
の
改
正
が
規
定
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
、
今
回
の
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
改
正
に
伴
い
、
整
備
法
の
再
改
正
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
附
則
で
整

備
法
の
改
正
規
定
の
改
正
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
こ
の
度
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
一
部
改
正
法
の
施
行
期
日

認
さ
れ
て
い
な
く
て
も
問
題
な
い
。
」

を
整
備
法
施
行
前
の
９
月
３
０
日
と
す
る
。
」

（
注
）
本
一
部
改
正
法
で
は
、
法
律
で
特
定
物
質
を
議
定
書
に
掲
げ
る
物
質
と
し
て
定
義
し
て
い
た
も
の
を
、
政
令
で
定

め
る
も
の
と
す
る
改
正
を
行
っ
た
。
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○
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
五
法
八
九
）

（
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
百
四
十
八
条
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
五
十
三
号
）

第
二
百
四
十
八
条
特
定
物
質
の
規
罫

○
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
六
法
五
四
）
附
則

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
改
正
議
定
書
の
発
効
日
が
１
０
月
１
日
よ
り
遅
れ
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
現
時
点
で
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
一
部
改
正
法

を
施
行
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
の
９
２
年
１
１
月
改
正
の
実
質
的
内
容
は
、
我

が
国
に
対
し
て
改
正
議
定
書
の
発
効
す
る
予
定
の
来
年
１
月
以
降
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
改
め
て
議
定
書
寄
託
後
（
１
０
月

中
旬
を
予
定
）
に
手
当
て
す
る
こ
と
と
し
、
今
回
新
た
に
定
め
る
同
法
施
行
令
に
お
い
て
は
、
改
正
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
の

下
に
お
い
て
現
行
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
で
き
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
～
等

の
内
容
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
」

（
参
照
条
文
）

（
聴
聞
の
特
例
）

第
二
十
七
条
虚

２
第
十
六
条
第
一

二
十
七
条
（
略

３
（
略
）

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

）

第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
は
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
開
に
よ
り

- 10-



①
法
の
施
行
日
と
す
る
も
の

②
政
令
の
施
行
日
と
す
る
も
の

○
法
務
省
・
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
（
平
二
七
法
務
・
厚
生
労
働
一
）

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
第
十
七
条
第
四
号
口
の
規
定
に
基
づ
き
、
法
務

省
・
厚
生
労
働
省
関
係
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
政
令
の
み
の
委
任
を
受
け
て
規
定
さ
れ
る
省
令
の
施
行
日
の
用
例
）

第
三
条
行
政
手
続
法
（

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
省
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法

律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
百
四
十
八
条
の
う
ち
、
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
改
正
規

定
中
「
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

※
本
一
部
改
正
法
本
則
に
お
い
て
、
オ
ゾ
ン
層
保
護
法
第
十
六
条
第
四
項
を
削
除
す
る
改
正
を
行
っ
て
い
る
。

（
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

一
条
行
政
手
続
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次

附

則
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○
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
に
規
定
す
る
委
託
の
基
準
に
関
す
る
省
令

使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四
十
五
号
）
第
四
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
に
規
定
す
る
委
託
の

基
準
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

１
こ
の
省
令
は
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
四

十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

※
本
省
令
の
公
布
日
と
同
日
に
、
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め

る
政
令
（
平
二
五
政
四
四
）
が
公
布
さ
れ
、
「
使
用
済
小
型
電
子
機
器
等
の
再
資
源
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
施

行
期
日
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
平
二
五
環
境
五
）

（
施
行
期
日
）

附

則

／
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○
議
事
要
旨

〔
令
和
元
年
度
法
令
整
備
会
議
第
一
回
議
題
第
三
号
関
係
議
事
要
旨
〕

①
条
約
等
に
お
い
て
制
度
の
大
枠
の
整
備
の
み
を
求
め
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
法
律
に
お
い
て
細
部
も
含
め
た
制
度

の
整
備
を
し
た
場
合
に
は
、
施
行
令
の
施
行
は
法
律
の
施
行
を
契
機
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
意
見
、
②
施
行

日
を
施
行
の
契
機
を
示
す
と
い
う
考
え
方
を
徹
底
す
れ
ば
、
法
律
に
お
い
て
施
行
日
を
「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
○
○

月
を
経
過
し
た
日
」
と
規
定
す
る
場
合
も
施
行
令
に
お
い
て
同
様
に
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
一
方
で
へ
実
際
に
は

「
法
の
施
行
の
日
」
と
規
定
す
る
こ
と
が
通
常
で
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
法
律
の
委
任
が
あ
っ
た
上
で
の
政
令
と
い
う
関

係
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
、
③
条
約
の
国
内
担
保
法
と
さ
れ
る
も
の
を
、
三
条
約
等
の
存
在
を
前
提
と
し

な
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
も
の
、
重
条
約
等
の
存
在
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
国
内
的
に
実
施
可
能
な
内
容
で
あ
る
が
、
条

約
等
に
合
わ
せ
て
施
行
す
る
こ
と
を
法
律
と
し
て
選
択
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
二
通
り
に
分
類
し
、
前
者
に
つ
い
て

は
条
約
等
が
「
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
」
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
「
法
の
施
行
の
日
」
と
整
理
す
べ
き
と
い

う
意
見
等
が
あ
り
、
結
論
と
し
て
は
、
個
々
の
施
行
令
の
有
す
る
事
情
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
こ
と
が
適
当
と
い
う
こ
と

と
な
っ
た
。

条
約
等
の
国
内
担
保
法
の
施
行
令
に
お
け
る
施
行
日
の
規
定
ぶ
り
に
つ
い
て

（
担
当
細
川
参
事
官
）


